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前回の振り返り

地域別最低賃金、特定最賃ともに2010年程から増加傾向。
特定最賃の優位性は年々小さくなっており、優位性が失われている。

地域別最低賃金：952円（前年898円＋54円）に対して
特定最低賃金：1019円（前年９６５円＋５４円）
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＜政府方針＞
・R7年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の
基本202５」にて、中小企業・小規模事業者の賃金向上

推進計画として20２０年代に全国平均1,500
円という目標と発信されたほか、政府として「中小
企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定め
る施策パッケージを実行する。地域別最低賃金の最高額

に対する最低額の比率を引き上げるなど地域間格差
是正を図る。

現状確認

＜消費者物価指数＞

202５年６月の上昇率は３．３％となり３％を上回る物
価上昇が続いている。

３％越えの昨年を上回る消費者物価指数の中で政府方針として継続した賃上げにより20２０年代に全国平均
1,500円という目標が発信され、地域別最低賃金の目安としても昨年の＋50円を超える＋64円の目安額が提
示された。

【2025年度の地域別最低賃金の引き上げ額目安】

Aランク , Bランク：６３円 , Cランク：６４円



賃上げや生産性向上など様々な施策が展開されている。

厚生労働省 賃金引上げ施策

※添付データは労働局配布資料から引用



熊本県価格転嫁の円滑化に関する協定書 ※添付データは労働局配布資料から引用

熊本県における価格転嫁の円滑化に関する協定書が結ばれ、施策内容を展開している。

価格転嫁の円滑化推進



金属産業の動向

鉱工業出荷は、関連産業も含め一進一退の動きが続いており、需要が減少したことによる落ち
込みはないものの先行きについては不透明である。

鉄工業出荷指数の動向



金属産業の雇用動向・高卒新卒者の求人/求職状況

企業の人手の過不足を指数化した日銀短観 「雇用人員判断DI」 を見ると企業規模に関わらず人手不足感が強
まっており、中堅・中小企業ではより人手不足感が強くなっている。

高校卒業者の求人数は増加傾向にあるが、求職者数は長期的に減少傾向となっているため高校卒業者の採用が
極めて困難になっている。また、金属産業の生産工程における有効求人倍率はコロナ禍で低下したが２０２４年度
は１．２５倍と増加傾向になっているものの、生産工程で働くことを希望する求職者が大きく減少しており金属産
業の生産現場を支える人材の採用が困難となっている。

資料出所：厚生労働省

・金属産業の雇用状況

・高卒新卒者状況



高校卒業者の県外就職比率

都道府県別の転入・転出状況
都道府県別の転入超過数をみると、転入超過となっている７都府県

(東京、神奈川、埼玉、大阪、千葉、福岡、山梨）
首都圏への集中が続いている。
東京圏は１３万５８４３人の転入超過となり、前年に比べ9,328人拡大

している。

県外就職率が相対的に高い県は、東北や九州・沖縄に加え、東

京・愛知・大阪と近接する県となっている。
人材確保の観点から、特定最低賃金によって、地域間格差を

是正し、産業にふさわしい賃金へと引き上げていく必要がある。



名目国内総生産と名目雇用者報酬

産業計の名目国内生産/名目雇用者報酬を基準とし、金属産業/自動車・同附属品製造業で比
較すると、付加価値に見合った給与水準となっていない。

金属産業における付加価値に見合った人件費とするためには全体給与水準を9％上げ
る必要がある。
したがって、地域別最低賃金額に対する優位性は付加価値に見合った水準で維持される
べきである。

金属産業 自動車・同附属品製造業

１２６．２(名目国内生産)－１１５．９(名目雇用者報酬)＝１０．３÷１１５．９×１００＝比率８．９％≒９％



2025年度の賃上げ状況(春闘結果)

企業 A B C D E F G H I J

回答 有額 有額 満額 有額 有額 有額 有額 有額 有額 有額

【2４年地域別最低賃金】 952円 ⇒ 【25年地域別最低賃金】1,034円
（引上げ額+82円 / 引き上げ率 8.61％）

202５年度の地域別最低賃金額

【25年合意企業内最賃：時給額】

最大額：1,328円

最小額：1,094円

【24年特定最低賃金（自動車同附属品製造業）

1,019円

現状の特定最低賃金額・企業内最低賃金額



組合提示金額

1,019円 ⇒ 1,094円
（引上げ額+75円 / 引き上げ率 ７.３６％）

産業付加価値に対する妥当な最低賃金水準として＋９％との考えで計上するも
引き上げ率９%とした場合1,111円(＋９２円)と2５申出1,094円の最少額を上回っ
てしまうため、最少額と同額の1,094円を提示する

25年特定最低賃金提示額（自動車同附属製造業）

952円⇒1,034円
（引上げ額+82円 / 引き上げ率 8.61％）

25年地域別最低賃金提示額
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